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定 期 監 査 の 結 果 に つ い て (令 和 ６ 年 度 第 １ 次 )  

 

地 方 自 治 法 第 199 条 第 １ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 定 期 監 査 を 行 っ た

の で 、同 条 第 ９ 項 の 規 定 に よ り 、監 査 の 結 果 に 関 す る 報 告 書 を 提 出 し ま す 。  

な お 、 本 監 査 及 び 報 告 は 大 牟 田 市 監 査 基 準 に 準 拠 し て い ま す 。  

 

１  監 査 の 種 類  定 期 監 査  

２  監 査 の 対 象 部 局 等  会 計 課 、 防 災 危 機 管 理 室 、 市 民 協 働 部 、 都 市 整 備

部 、 消 防 本 部 ・ 消 防 団 、 教 育 委 員 会  

３  監 査 の 実 施 期 間  

令 和 ６ 年 10 月 １ 日 （ 火 ） か ら 令 和 ６ 年 11 月 30 日 （ 土 ） ま で  

４  監 査 の 対 象 及 び 範 囲  

財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 等   令 和 ６ 年 ８ 月 末 日 現 在  

公 印 、 物 品 等 の 管 理      検 査 日 現 在  

５  監 査 の 着 眼 点  

監 査 の 対 象 と な っ た 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 及 び 経 営 に 係 る 事 業

の 管 理 が 法 令 に 適 合 し 、 正 確 に 行 わ れ 、 最 少 の 経 費 で 最 大 の 効 果 を 挙

げ る よ う に し 、 そ の 組 織 及 び 運 営 の 合 理 化 に 努 め て い る こ と 。  

６  監 査 の 方 法  

今 回 の 監 査 は 、 主 に 令 和 ６ 年 度 に お け る 財 務 に 関 す る 事 務 の 執 行 状

況 を 対 象 と し 、 関 係 法 規 及 び 予 算 に 基 づ き 適 正 に 管 理 、 執 行 さ れ て い

る か ど う か に つ い て 試 査 す る と と も に 、 関 係 職 員 等 か ら の 説 明 を 受 け

実 施 し た 。  

７  監 査 の 結 果  

監 査 対 象 の 事 務 に つ い て は 、 概 ね 適 正 に 執 行 さ れ て い た が 、 そ の 一

部 に お い て 、 次 の と お り 個 別 指 摘 事 項 が 認 め ら れ た の で 、 必 要 な 措 置

を 講 じ ら れ た い 。  

な お 、 個 別 指 摘 事 項 に 対 す る 措 置 が 講 じ ら れ た 場 合 は 、 そ の 通 知 を

求 め る も の で あ る （ 地 方 自 治 法 第 19 9 条 第 14 項 ） 。  

 

【 監 査 項 目 】  

一 般 会 計  

（ 会 計 課 ）  



 

 2 

[公 印 ・ 物 品 ]  

１  公 印 ・ 物 品 の 管 理  

 

（ 防 災 危 機 管 理 室）  

 [歳 出 ]  

１  防 災 対 策 費  

（ １ ） 防 災 対 策 推 進 費  

 

（ 市 民 協 働 部 ）  

[歳 入 ]  

１  公 民 館 使 用 料                  （ 生 涯 学 習 課 ）  

２  学 校 体 育 施 設 使 用 料             （ ス ポ ー ツ 推 進 室 ）  

[歳 出 ]  

３  防 犯 灯 及 び 街 路 灯 Ｌ Ｅ Ｄ 化 緊 急 促 進 事 業 費 補 助       

  （ 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ 推 進 課 ）  

４  生 涯 学 習 支 援 セ ン タ ー 等 複 合 施 設 管 理 費      （ 生 涯 学 習 課 ）  

５  自 転 車 等 車 両 対 策 推 進 費           （ 生 活 安 全 推 進 課 ）  

[公 印 ・ 物 品 ]  

６  公 印 ・ 物 品 の 管 理  

  （ 市 民 協 働 総 務 課 、人 権・同 和・男 女 共 同 参 画 課 、  

ス ポ ー ツ 推 進 室 ）  

 

（ 都 市 整 備 部 ）  

[歳 入 ]  

１  公 園 使 用 料                （ 都 市 計 画 ・ 公 園 課 ）  

２  屋 外 広 告 物 許 可 申 請 手 数 料            （ 土 木 管 理 課 ）  

３  市 営 住 宅 家 賃 （ 滞 納 繰 越 分 を 含 む ）        （ 建 築 住 宅 課 ）  

 [歳 出 ]  

４  交 通 関 係 対 策 費          （ 国 県 道 路 ・ 地 域 交 通 対 策 課 ）  

５  河 川 維 持 費  

（ １ ） 河 川 維 持 工 事 費               （ 土 木 建 設 課 ）  

[公 印 ・ 物 品 ]  

６  公 印 ・ 物 品 の 管 理  （ 都 市 総 務 課 、 国 土 調 査 室 、 流 域 治 水 推 進 室 ）  
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（ 消 防 本 部 ・ 消 防団 ）  

[歳 入 ]  

１  自 動 販 売 機 電 気 料                  （ 総 務 課 ）  

 [歳 出 ]  

２  消 防 団 管 理 運 営 費                  （ 総 務 課 ）  

（ １ ） 団 員 退 職 報 償 費  

[公 印 ・ 物 品 ]  

３  公 印 ・ 物 品 の 管 理                 （ 消 防 本 署 ）  

 

（ 教 育 委 員 会 ）  

[歳 入 ]  

１  学 校 敷 地 使 用 料                   （ 学 務 課 ）  

[歳 出 ]  

２  学 校 再 編 整 備 推 進 事 業 費               （ 総 務 課 ）  

３  い じ め ・ 不 登 校 等 対 応 事 業 費           （ 学 校 教 育 課 ）  

４  就 学 援 助 事 業 費                   （ 学 務 課 ）  

（ １ ） 就 学 援 助 費  

[公 印 ・ 物 品 ]  

５  公 印 ・ 物 品 の 管 理 （ 人 権 ・ 同 和 教 育 課 、 平 原 小 学 校 、 高 取 小 学 校 、  

白 光 中 学 校 、 大 牟 田 特 別 支 援 学 校 ）  

 

【 個 別 指 摘 事 項 】  

一 般 会 計  

 （ 都 市 整 備 部 ）  

１ 屋 外 広 告 物 許 可 申 請 手 数 料           （ 土 木 管 理 課 ）  

  屋 外 広 告 物 条 例 第 3 6 条 第 ３ 号 に は 、 第 1 5 条 の 規 定 （ 許 可

期 間 満 了 、 許 可 取 消 し の 際 の 除 却 義 務 ） に 違 反 し て 広 告 物 又

は 掲 出 物 件 を 除 却 し な か っ た 者 は 、 3 0 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す

る と 規 定 さ れ て い る 。  

   

今 回 の 定 期 監 査 に お い て 、 罰 則 規 定 の 適 用 対 象 に も な り 得

る 許 可 期 間 満 了 後 の 申 請 や 、 事 務 処 理 の 遅 れ に よ る 期 間 満 了

後 の 許 可 な ど が 散 見 さ れ て い る 。  

   許 可 期 間 満 了 ま で に 更 新 手 続 き が 完 了 す る よ う 、 手 続 き の

流 れ を 整 理 さ れ る と と も に 、 許 可 申 請 者 に 対 し て は 、 罰 則 規
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定 を 含 め た 条 例 の 内 容 に つ い て 周 知 を 図 ら れ た い 。  

 

 


